
あなたの家のブロック塀 

通学途中の小学生の女児が命を落とした、 

大阪北部地震でのコンクリートブロック塀倒壊事故。 

ブロック塀は建築基準法を守るべき工作物。 

この事故に関して 

「建築基準法に適合していなかった」と大阪府髙規市は説明した。 

 

2016年４月にも熊本地震で同様のケースで死傷者がでた。 

この事故の遺族はブロック塀の所有者を相手取り、 

総額6789万円の損害賠償を 

求める民事訴訟を起こしている。 

2016年４月熊本地震で当時29歳の男性が 

ブロック塀塊が降りかかり、 

圧迫による外相が原因で死亡。 

また当時57歳の女性もブロック塀に3時間も 

挟まれたままの状態だったため今日も障害が残るほどになってしまった。 

ブロック塀の事故であなたが加害者になることもありえます。 

このブロックの所有者を過失致死罪と過失致傷罪で刑事告訴で受理した。 

安全ですか？ 

また、御前崎市では、ブロック塀等の改善・撤去の補助金制度が 

あります。御前崎市に限らず各市町村で補助金がございますので 

ブロック塀について気になることがありましたらご連絡ください。 

うちのブロック塀大丈夫かな？と思う方は一度診断をお願いしてみてはいかがですか？ 

福代工務店には、ブロック塀診 断士取得者がいます。安心してお任せください！ 

補助金あります‼ 


